
         前 橋 市 私 立 幼 稚 園・認定こども園 協 会 会 則 

 
（目的）  
第 １条 本会は前橋市に於ける私立幼稚園、及び認定こども園の経営と、幼児教育及び保育
のために、会員相互の連携と、教育研究と、研修を行い、もって幼児教育及び保育の振興に寄
与することを目的とする 。                
（名称） 
第 ２条 本会は前橋市私立幼稚園・認定こども園協会とする。 
（事務所） 
第 ３条 本会の事務所は、会長の職にあるものの幼稚園又は認定こども園の所在地に置く。 
（業務） 
第 ４条 本会は、目的達成のために、次の事業を行う。 
    １ 幼稚園及び認定こども園経営に関する研究 

    ２ 幼児教育及び保育に関する研究および研修 
    ３ 適正な保育料等に関する研究 
    ４ 幼稚園及び認定こども園相互連携に必要な協定に関する事項 
    ５ 官公庁の助成および補助に関する事項 
    ６ その他必要と認められる事項 
（会員） 
第 ５条 本会の会員は、前橋市の私立幼稚園及び認定こども園の設置者または園長をもって
会員とする。 
（入会） 
第 ６条 本会に新たに入会しようとするときには、入会申し込み書を会長に提出しなければ
ならない。 
（脱会） 
第 ７条 本会を脱会しようとするときは、総会の承認を得るものとする。 
（除名） 
第 ８条 本会を除名しようとするときは、あらかじめ役員会の議を経て総会の承認を得なけ
ればならない。 
（役員の定数および選任） 
第 ９条 本会には、次の役員をおく。 
    １ 会長      １人 
    ２ 副会長     ３人以内 
    ３ 会計      １人 
    ４ 書記      １人 
    ５ 幹事      若干名 
    ６ 監査      ２人 
 ２ 役員は総会により選任する。 
（役員の任務） 
第１０条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故ありたるときは、職務を代行する。 
 ３ 会計は、金銭の出納の職務を行う。 
 ４ 書記は、会議の議事録作成にあたり、庶務的業務を行う。 

 ５ 幹事は、協会の業務を行う。 
（顧問） 
第１１条 本会に、顧問若干名をおくことができる。 
 ２ 顧問は、役員が推薦し、総会に諮って推載する。 
（役員の任期） 
第１２条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
（会議） 



第１３条 本会の会議は、総会および役員会とする。 
 ２ 総会は、年１回とし、会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、 
随時開くことができる。 
 ３ 役員会は必要に応じて随時会長が招集する。 
（総会） 
第１４条 総会は、会員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 
 ２ あらかじめ、書面による委任状は、出席したものとみなす。 
 ３ 議決は、出席者の過半数の賛成によるものとする。 
（議決事項） 
第１５条 総会は次の事項を審議し、議決する。 
    １ 事業計画および予算、決算 
    ２ 役員の選任 
    ３ 会員の入会、脱会、除名 
    ４ その他会長が必要と認めた事項 
（入会金、会費） 
第１６条 本会の入会金は総会において別に定め、会費は前年度１月１０日における園児数を
算出の基礎として総会において別に定める。（認定こども園の場合、３歳未満児も園児数に含
める。） 
（会費の納入方法） 
第１７条 会費の納入は、総会終了後２週間以内に、前条各号の定める合計額を会計担当者に
納入しなければならない。 
（経費の支弁） 
第１８条 本会の運営に要するすべての経費は、入会金および会費、その他寄付金をもって支
弁する。 
（会計監査） 
第１９条 本会に会計監査をおく。 
 ２ 会計監査は、毎年総会までに会計の監査を行わなければならない。 
 ３ 会計監査は、監査の状況を総会に報告し、承認を求めなければならない。 
（会計年度） 
第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 ２ 決算は、総会までに行うものとする。 
（会則の変更） 
第２１条 本会の会則を改正しようとするときは、総会の議決を経なければ効力を生じない。 
 
（附則） 
    １ 昭和４６年３月 一部改正 
    ２ 昭和５０年９月 一部改正 
    ３ 昭和５２年４月 一部改正 
    ４ 昭和５４年５月 一部改正 
    ５ 昭和５６年５月 一部改正 

    ６ 平成 ２年５月 一部改正 
  ７ 平成２７年４月 一部改正 

 


